
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お困りの時はぜひご利用ください！ 
病児保育室は幼児や小学生が、病気やケガなどで集団保育等ができ 

ず、保護者も就労等により家庭で保育が行えない場合に、お子さまを 

保育する施設です。 ※登録が必要です 
 

 

   

病児保育室「ぶどうのみ」 
 

社会福祉法人相愛会では、2021.4.1より病児保育室「ぶどうのみ」

を開設しました。 

子どもたちはもちろん、保護者の方にも安心してもらえる場と

していきます。   

    
◆◇◆ご利用にあたって◆◇◆ 

①電話予約が必要です。予約受付時間は、ぶどうのみ開室時間内となります。 

（・月～金 ：午前８時半～午後 5時半  ・土 ：8時半～1２時半 ） 

※応対できない場合は折り返しの連絡とさせていただきます。 

②閉室後は本部の相愛保育園へ電話が転送されますが、利用予約は受け付けておりません。 

予約をキャンセルされる方のご連絡のみの対応となります。 

③受診した病院の署名押印のある病児・病後児保育利用申込書が必要です。 

※利用申込書は、市内の小児科、耳鼻科などに常置してあります。 

④全ての必要書類は、［社福］相愛会 kidsのホームページからダウンロードできます。 

病児・病後児保育事業利用登録申請書（登録用紙）、利用申込書は都城市役所に常置して 

あります。又、市役所ホームページからもダウンロードできます。 

■詳細は「 ぶどうのみ 」（ TEL：０９８６―３６－７３５５ ） 

へお問い合わせください。 

 

 


